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本
文
中
に
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
、
対
象
＝
ど
な
た
で
も
、
費
用
＝
無
料
、
申
込
＝
不
要
（
定
員
の
記
載
が
あ
り
申
込
の
記
載
が
な
い
も
の
も
、
当
日
、
直
接
会
場
へ
）。
　
＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
　
＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
　
＝
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
、
　
＝
出
張
所
、

　
＝
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
　
＝
う
つ
の
み
や
表
参
道
ス
ク
エ
ア
、
　
＝
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
　
＝
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
。
　
＝
申
込
時
に
記
載
す
る
基
本
項
目
は
、
催
し
名
・
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
ふ
り
が
な
・
電
話
番
号
・
人
数
。
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※市区町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間の人たちです。現在、全国に約1万4,000人の
人権擁護委員がいます。本市では、25人の委員が皆さんからの相談に応じ、人権問題解決へのお手伝い
や小中学校での人権講話、人権の花運動、イベントなどでの啓発活動を行っています。
◎人権週間パネル展を開催します　▽期日　12月3 ～ 6日▽会場　市役所１階市民ホール。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
知
っ
て
い
ま
す
か

　

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と
は
、
Ｌ
＝
レ
ズ

ビ
ア
ン
（
女
性
同
性
愛
者
）、

Ｇ
＝
ゲ
イ
（
男
性
同
性
愛
者
）、

Ｂ
＝
バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
（
両

性
愛
者
）、
Ｔ
＝
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
（
身
体
と
心
の
性
が
一

致
し
な
い
人
）
の
略
称
で
す
。

近
年
で
は
、
個
人
の
尊
厳
に
深

く
関
わ
る
人
権
問
題
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
、
日
本
人
の
7.6
％
と
、

約
13
人
に
１
人
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
身
近
な
存

在
に
も
関
わ
ら
ず
、
市
民
の
認

知
度
は
41
％
（
図
１
）
と
低
い

現
状
に
あ
り
ま
す
。

　

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
は
見
た
目
で
は
分

か
ら
ず
、
誰
に
も
相
談
で
き
ず

に
悩
ん
で
い
る
人
も
い
ま
す
。

違
い
を
認
め
合
う
心
を

持
ち
ま
し
ょ
う

　
「
性
自
認
（
こ
こ
ろ
の
性
。

自
分
の
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識

し
て
い
る
か
）」
や
「
性
的
指

向
（
ど
の
よ
う
な
性
別
を
好
き

に
な
る
か
）」
な
ど
、
人
間
の

性
の
あ
り
方
は
豊
か
で
さ
ま
ざ

ま
で
す
。
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
限
ら
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
個
性
や
違
い
を
理

解
さ
れ
ず
、
苦
し
ん
で
い
る
人

が
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
理
解

し
、
違
い
を
認
め
合
う
心
を
持

つ
こ
と
で
、
偏
見
や
差
別
を
な

く
し
ま
し
ょ
う
。

世
界
人
権
宣
言
70
周
年

み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀

考
え
よ
う
　
相
手
の
気
持
ち
　
未
来
へ
つ
な
げ
よ
う
　
違
い
を
認
め
合
う
心

　
最
近
、ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
な
ど
で
見
聞
き
す
る「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」

と
い
う
言
葉
。
こ
の「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」も
人
権
問
題
の
一
つ
で
す
。

民
族
・
国
籍
・
性
別
な
ど
、
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て

い
る
人
権
を
正
し
く
理
解
し
、
一
人
ひ
と
り
が
持
つ
、
さ
ま

ざ
ま
な
個
性
や
違
い
を
互
い
に
認
め
合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
こ
の
機
会
に
、「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
人
権
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

問
男
女
共
同
参
画
課
☎(

632)

２
３
４
６

無回答
3.5％

言葉も内容も
知っている
22.5％

全く知らない
55.5％

言葉だけは
聞いたこと
がある
18.5％

▽出典　平成28年度男女共同参画に関する市民意識調査報告書

41%

図１　市民のLGBT認知度

　私たち人権擁護委員
（※）は、小学校や中学
校で「人権講話」や「人
権の花運動」を行ってい
ます。いじめなどをテー
マにした DVDを活 用

し、思いやりの大切さなどを考えてもらったり、
子どもたちが協力しながら花を育てることなど
を通して、命の大切さを伝え
ています。皆さんの命は、先
祖代々からつながっていると
ても尊いものです。
　自分を大切にするとともに、
相手のことも大切にしましょ
う。その中で困ったときには
一人で悩まず、誰かに相談し
ましょう。

▲小学校での人権講話

相談名・会場 日時

1人権よろず相談（直接）　会場に
ついて詳しくは、41ページをご覧く
ださい。

原則、毎月第2水
曜日。午前10時～
正午、午後1時～
3時

2人権相談（直接・電話）　宇都宮
地方法務局人権擁護課（小幡２丁目）
☎0570(003)110　ナビダイヤル 平日（年末年始を

除く）午前8時30
分～午後5時15分

3女性の人権ホットライン（電話）
☎0570(070)810　ナビダイヤル
4子どもの人権110番（電話）
☎0120(007)110　フリーダイヤル
5外国語人権相談ダイヤル（電話）
☎0570（090）911　ナビダイヤル（英
語、中国語、韓国語、フィリピノ語、
ポルトガル語、ベトナム語に対応）

平日（年末年始を
除く）午前9時～
午後5時

問1宇都宮人権擁護委員協議会宇都宮部会（男女共同
参画課内）☎(632)23462～5宇都宮地方法務局人権
擁護課☎(623)0925

人権に関する相談窓口へ悩んだときは 命の大切さを学んでほしい

宇都宮人権擁護委員
協議会宇都宮部会

副部会長
浅海　伸子さん




